
滋賀県の流域治水の考え方

昭和34年（1959年）伊勢湾台風
滋賀県近江八幡市水茎町
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平成27年1月15日（木）

滋賀銀行出前講座



本日の内容

１．滋賀県の「流域治水」って、なに？

２．流域治水の基礎情報「地先の安全度
マップ」

３．なぜ「流域治水条例」が必要か

４．流域治水と銀行ビジネス
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1.滋賀県の「流域治水」って、
なに？

■ 川の中だけでなく、川の外でも治水
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滋賀県が進める「流域治水」
～地域性を考慮した総合的な治水対策の展開～

目的
① どのような洪水にあっても、人命が失われることを避ける（最優先）
② 床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける

手段
• 川の中の対策だけではなく、「ためる」「とどめる」「そなえる」対策（川の外の対

策）を総合的に実施する。

河道掘削、堤防整備、
治水ダム建設など

地域防災力向上対策 そなえる
水害履歴の調査・公表、防災教育
防災訓練、防災情報の発信など

流域貯留対策
（河川への流入量を減らす）

ためる
調整池、森林土壌、水田、ため池
グラウンドでの雨水貯留など

氾濫原減災対策
（氾濫流を制御・誘導する）

とどめる
輪中堤、二線堤、霞堤、水害防備林、
土地利用規制、耐水化建築など

ながす
河道内で洪水を安全に流下させる対策

（これまでの対策）
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5
４つの対策を軸に流域治水を推進します

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/jyourei/files/leafle_ryuikichisui_2.pdf



2.流域治水の基礎情報
「地先の安全度マップ」

■ リスクを知らねば始まらない
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流域治水の基礎情報 「地先の安全度マップ」
（全国初。平成24年9月公表）

 日野川
Ａ川

治水安全度1/10
水路

治水安全度1/2 下水道（雨水）
治水安全度1/10

農業用排水路
治水安全度1/5

Ｂ川
治水安全度1/10

A川
治水安全度１／３０

連続降雨

平地部（氾濫原）

B川
治水安全度１／２０

内水氾濫

一級河川

一級河川

Ａ川
治水安全度１/30 水路

治水安全度1/2
下水（雨水）
治水安全度1/10

Ｂ川
治水安全度１/20

農業用排水路
治水安全度1／5

「防災施設（河川の器の大きさ）の安全度」ではなく、
「地先＝人々の生活する場」の安全度を示しています。

－浸水想定区域図：大きな川からのみ氾濫。他は晴天
－地先の安全度マップ：大きな川だけではなく、身近な水路も氾濫

→実現象に近い予測が可能となった

大河川だけではなく、身近な水路のはん濫なども考
慮した浸水想定マップ(10年、100年、200年に一度の雨）
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野洲川からの氾濫

従来の浸水想定との違い
～大河川からのはん濫だけでなく、身近な小河川や水路からのはん濫も～

従来の浸水想定 － 対象とする大河川からのはん濫を検討

地先の安全度マップ－ 大河川だけでなく、小河川や主な水路からの
はん濫も検討

8

従来 今回

「地先の安全度」マップ浸水想定区域図に基づくハザードマップ

着色なし

草津川からの氾濫



3.なぜ「流域治水条例」が必要か

■ 失われる「災害文化」
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地域
継続 防災施設整備

水害頻度現象

災害文化の途絶

安全神話

行政依存

いい

小さな洪
水を少し
ずつ体験

災いをや
り過ごす
知恵

=災害文
化

災害に見
舞われて
も・・・

防災施設
が不十分

嵩上げされた住宅

防災施設整備

水害に脆弱な住民

設計基準
を超える

洪水

「災いをやり過ごす知恵」＝災害文化により
地域が継続

「人為的に作られた安全が高まると、
人間側の弱さが高まる」問題が発生

かつては・・・ 現在は・・・

先人の知恵（災害文化）をリバイバルして制度化
滋賀県流域治水条例
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11平成25年台風１８号 総雨量 （9月15日00:00～ 9月16日24:00）

78 神崎（東近江市）  9/15 23:20～00:20
77 御在所（東近江市）  9/15 23:20～00:20
67 葛川（大津市）  9/16 04:20～05:20
635 葛川（大津市）

610 御在所（東近江市）

607 神崎（東近江市）

最大累計雨量
（mm）

最大時間雨量
（mm/h）

雨量出典：滋賀県土木防災情報システム，気象庁
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/shobo/kyuukyuu2/files/souuryo.pdf

滋賀県で「特別警報」が発令
(９月１６日(月・祝)ＡＭ５：０５～１１：３０）

台風１８号
による大雨

祝日の早朝で
よかった？
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平成25年9月16日台風18号 ①信楽町長野（信楽川）

信楽雨量観測局

最大時間雨量 41mm
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平成25年9月16日台風18号 ②信楽町長野交差点

長野交差点

信楽雨量観測局

最大時間雨量 41mm



「地先の安全度マップ」10年確率 甲賀市信楽支所付近
（時間最大雨量50mm、24時間雨量170mm）
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←

大
戸
川

信楽川→
①

②



15平成25年9月16日台風18号 野洲市

↓ 野洲駅前 →

野洲雨量観測所

最大時間雨量 37mm

普段は水害に無縁に見える街も
大雨のときには浸水する



「地先の安全度マップ」10年確率 野洲市野洲駅前
（時間最大雨量50mm、24時間雨量170mm）

写真の
箇所
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安曇川
朽木浄化センター

高島市朽木野尻 （安曇川沿い）

農地

民家

17

浄化センターは浸水を考
慮し嵩上げされている

民家の地盤高は
浄化センターより

2mほど低い



平成25年台風18号での状況
（平成25年9月16日）

安曇川 朽木浄化センター
民家

安曇川が増水して農地に流入
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葛川雨量観測所

最大時間雨量 62mm



民家 浄化センター

安曇川

農地

19大河川狭窄部
地先の安全度マップ１/１０（時間雨量50mm）



地先の安全度マップ１/２００（時間雨量131mm）
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平成25年9月16日台風18号（竜王町）
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■上図：時間雨量50mmのとき
1～2m浸水予測図
■右写真：台風18号時 1.5m程
度浸水（ぶどう園が壊滅）

平常時 浸水後

浸水中

日野町西明寺雨量観測所

最大時間雨量 45mm



半永久的に水害リスクが残る箇所
→下図に示す【くぼみ】や【せき止められている】ところは、河川整備の進捗にかかわらず水が集中する。

低平地（干拓地など）低平地（干拓地など）
連
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（鉄

道
・道

路
な

ど
）
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土
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・道
路
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）

築堤河川

築
堤

河
川

築堤河川

築
堤

河
川

狭窄部狭窄部

 

滋賀県「開発行為に関する技術基準」
から抜粋
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【参考資料-7】滋賀県の河川整備率の推移

滋賀県が管理する一級河川で、治水安全度1/10を確保するためには、今後100年以上を必要とする。
（残事業費6000億円/年間予算４５億円/年（平成２５年度ベース））＝１３０年

※滋賀県降雨強度式で10年確率に対応

時間雨量50mm相当※以上の降雨に対応できる区間の延長

改修が必要な区間の延長
河川整備率＝ ×100
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）

平成21年度末 55.5%
（全国第９位）
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滋賀県流域治水基本方針（平成24年3月作成）から抜粋
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「ながす」対策と流域治水の目標

• まちづくりにおける目標＝national minimum
– 時間雨量50mmの場合に50㎝未満の浸水（床下浸水

）が予想される区域は、市街化区域に編入可能

• 「ながす」対策の目標 ＝national minimum 
– 小河川 10年確率（時間雨量50mm）の洪水

– 大河川 戦後最大洪水（おおむね30年確率程度）

を川の中に閉じこめる。

• 流域治水の目標
– どのような洪水にあっても →200年確率

– ①人命が失われることを避け（最優先）

– ②生活再建が困難となる被害を避ける
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1. そなえる：地先の安全度マップの把握・活用

①事業者は水害リスクを把握（条例6条）

②宅地建物取引時の水害リスク情報提供の努力義
務（条例29条）

2. ためる：雨水の貯留・浸透・利用

③建物等の雨水貯留浸透機能の確保（条例11条）

3. とどめる：家づくりでも治水

④浸水警戒区域における耐水化構造の確認（条例
12条～23条）

４．流域治水と銀行ビジネス

25



①地先の安全度マップの活用事例
報道ステーションも注目！ 平成26年12月2日(火)放送

http://www.tv-asahi.co.jp/dap/bangumi/hst/feature/detail.php?news_id=40538
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2011年タイ大洪水における企業の水害対策
～ブリヂストンだけ被害ゼロ～

・水田を工業地帯、住宅地にかえた土地利用変換による洪水リスク増大
・気候変動、大雨の頻発化によるリスク増大

・ブリヂストンの創業者石橋正二郎氏の生まれ育った久留米市は、筑後川の氾濫により
常に水害に悩まされてきた

・工場新設に当たり、その地域における百年間の洪水の歴史を調べ、盛り土対策等を実施

・行政は、リスク情報を企業に提供し、企業の発展を支える責務を有している。
・滋賀県では、以前から「氾濫原管理者」の設置を国に提案してきた。今後、水害リスクを
公表する等の役割が期待されていると認識

27

・ブリヂストンだけ被害ゼロ



平成26年9月15日（月）
日本経済新聞

朝刊１面

水害保険も変わりつつある
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災害リスクの「見える化」 自宅は？職場は？
http://shiga-bousai.jp/internet/map/index.html

「浸水」「土砂災害」「地震」の
リスクを見ることができます。
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提案①地先の安全度マップの把握・活用

• 滋賀県内の不動産業者は、水害リスクの情
報提供を行っている

• 貴行においても、引き続き、地先の安全度マ
ップの活用をお願いします。

– 融資審査時の耐水性評価

– 水害保険検討 など
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（宅地または建物の売買等における情報提供）

第29条 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２
条第３号に規定する宅地建物取引業者は、同法第35条第１
項に規定する宅地建物取引業者の相手方等に対して、その
者が取得し、または借りようとしている同法第２条第１号
に規定する宅地または建物に関し、その売買、交換または
貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地または建物が
所在する地域の想定浸水深【地先の安全度マップ】および水
防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項に規定する【浸
水想定区域】に関する情報を提供するよう努めなければならな
い。

②宅地建物取引時の水害リスク情報提供
～水害リスク提供を商慣行化しよう！～

（条例 第29条）

31

平成26年9月1日施行



←H26/9/1放映
NHK おうみ発610

包括的連携協定締結企
業でのチラシ配布

「知ろう知らせよう！水害リスク」キャンペーン

ポスター貼付→

（写真は全日本不動産協会での
研修会の様子。宅建協会にお
いても実施）

（宅建協会本部前の写真）
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• 頻繁な洪水の経験

水害リスク情報の周知(平成26年9月1日施行)

先人の知恵 滋賀県流域治水条例（第29条）

• 宅地建物取引業者は、宅
建取引時に、取引の相手
方に水害リスク情報を提供
することを努力義務化

33

普段は水害に無縁に見える街も、大雨のときには浸水する（右：平成25年台風18号時）

県土地開発公社、財政課公有財産担当、
企業誘致推進室等は、率先実施中

写真の
箇所



• 訴え
– 大雨の際に冠水する土地の売買(H10年の売買）時、売主

がその説明を怠ったことは債務不履行にあたる

• 判決：請求棄却

• 判決時の指摘
– 売り主は、取引に関する重要な事柄を事前に調査し、購

入者に説明する義務を負うと指摘。
– 説明する義務があるという場合は、

• 土地性状に関する具体的事実を認識していた場合
• 具体的事実の認識がない場合は、次項が必要と指摘。

1. 水害発生可能性についての情報入手が実際上可能であること

2. 水害発生可能性の説明義務を基礎づける根拠或いは業界慣例等
があること

34
不動産取引時、水害リスクを伝える義務はあるのか？？

（東京高等裁判所判決 平成15年9月25日 判例タイムズ1153号）

【ポイント】
H10当時は、水害発生可
能性の情報がなかった！



水害リスクの「見える化」と判例への影響

• 平成25年現在、水害リスク情報は手に届くところにある
↓

土地性状に関する具体的事実が認識しやすくなってきた
水害発生可能性情報の入手が可能となってきた
流域治水条例第29条にて説明の努力義務が規定

↓
（判例への影響）

これまでとは異なる判例になるおそれあり！

（東京高判H15.9.25の指摘事項が満たされるため）
– 説明する義務があるという場合は、

• 土地性状に関する具体的事実を認識していた場合
• 具体的事実の認識がない場合は、次項が必要と指摘。

1. 水害発生可能性についての情報入手が実際上可能であること
2. 水害発生可能性の説明義務を基礎づける根拠或いは業界慣例

等があること

35

H15東京高判は、水害

生可能性の情報がな
かった時の判例！



• 平成26年5月1日施行

③雨水の貯留・浸透・利用
雨水利用推進法 滋賀県流域治水条例（第10,11条）

• 建物、公園、運動場などの
管理者等が、雨水を貯めた
り浸透させたりすることを努
力義務化

36

しがぎん浜町

研修センター

▲しがぎん浜町研修センター横のエコ舗装



④家づくりでも治水(平成27年3月施行予定)

滋賀県流域治水条例(第13～23条)
• 知事は、水害リスクの高い

区域を「浸水警戒区域」に
指定し、区域内での住居等
の建築に際しては耐水化
構造をチェック（第5章）

37

いざという時の避難空間を確保
するための最低限の規制



今後も流域治水との連携を
お願いします。例えば、

エコ住宅ローン
→太陽光利用のみならず、雨水
貯留浸透も前面に金利優遇

（仮称）流域治水ローン

エコビジネス

マッチングフェア
→流域治水ブース出展

（よろこんで伺います）
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お申し込み不要

参加は無料です。

■講演
「雨水って使えるの？
～雨水貯留浸透の動向と雨水利用推進法について～」

公益社団法人雨水貯留浸透技術協会技術部第二部長 屋井 裕幸
■基調講演
「流域治水をいかに進めるか
―福岡県樋井川流域のチャレンジと成果」

九州産業大学教授 山下 三平
■パネルディスカッション
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 九州産業大学教授 山下 三平

公益社団法人雨水貯留浸透技術協会技術部第二部長 屋井 裕幸
樋井川流域治水市民会議代表 角銅 久美子
（株）大建代表取締役 松尾 憲親
世田谷区役所土木計画課主事 大澤 睦司
碧いびわ湖代表理事 村上 悟
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お問い合わせ：

滋賀県 土木交通部 流域政策局 流域治水政策室

辻 光浩 ・ 一伊達 哲

Tel: 077-528-4291 

E-mail: ryuiki@pref.shiga.lg.jp

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/hanran/

40滋賀県流域治水政策関連webサイト

水害情報発信ー水害の記録と記憶ー

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/index.html

流域治水政策室HP

http://shiga-bousai.jp/internet/map/index.html

滋賀県防災情報マップ

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/jyourei/seiteigo26.html

滋賀県流域治水の推進に関する条例制定後の取り組み


